


医療機関等におけるインボイス制度 

 
最近「インボイス制度」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでし

ょうか。これは来年１０月１日より導入される新しい消費税仕入れ税額控除の

方式の呼称であり、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。  

 この「インボイス制度」、出てくる言葉が難解で非常に分かりにくい制度で

すが、実は医療機関や介護事業所（以下医療機関等）には影響は少なく、影響

を受けるのは、企業に対して自費診療などを行っている医療機関等に限られま

す。そこで今回は、以下のステップに沿って貴医院の状況をご確認頂き、その

結果に応じて対応策をご検討頂ければ幸いです。 

 

ステップ 1 企業に対する自費診療等の有無の確認 

医療機関等において下記のような請求を企業に対して行っている場合は、 

自院の請求書の記載内容によって、相手企業の消費税計算に影響を与える為、

必要に応じて対応が必要となります。 

〇健康診断 〇人間ドック 〇予防接種 〇産業医、嘱託医報酬（医療法人 

での契約） 〇企業への物販 〇各証明書の発行 〇各自費検査 〇診断書、 

証明書等の文書料 〇事業所への建物、駐車場の間貸し など  

 
 

ステップ 2 自院の消費税課税方式の確認 

まず前提として、自費診療などの消費税課税売上高が年間 5 千万円以下の医

療機関等においては、自院の消費税納税額にほぼ影響はございません。 



大半の医療機関等が、消費税の納付義務がない消費税免税事業者（年間課税

売上高 1 千万円以下）、または消費税納税額の計算を概算経費率にて行う簡易

課税制度（年間課税売上高 5 千万円以下まで選択可）を選択されている為です。 

一方で年間の消費税課税売上高が 5 千万円を超える医療機関等の場合は、 

経費の支払先からの「適格請求書」の有無により自院の消費税納税額が変わる 

こととなりますので注意が必要となります。 

（制度の詳細や対応策を下記ＱＲコードにてご確認ください。） 

 

 ステップ３ 対応策の検討 

ステップ 1，ステップ２の結果に応じてケース別に対応策をご検討ください。 

ケース① 企業に対する自費診療等がない  

⇒対応の必要なし（自院の消費税課税売上高が 5 千万円を超える場合を除く） 

ケース② 自院が消費税課税事業者で、かつ企業への自費診療等がある 

⇒適格請求書発行業者の登録手続きを行い、請求書に登録番号等を記載する 

 （制度の詳細や請求書の記載方法等はＱＲコードをご参照ください。） 

           

ケース③ 自院は消費税免税事業者だが、企業への自費診療等がある 

⇒影響度に応じて、消費税の課税事業者を選択すべきか検討する 

尚、医療機関等によっては特殊なケースも想定される為、自院の現状、対応

策をご検討される際には、弊社担当にもご確認ください。 

                       医業支援専門室 木内俊之 
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※1 死亡保険金の非課税枠 

相続財産のうち死亡保険金については法定相続人の数×500 万円は非課税となる。 

ただし、これが適用されるのは法定相続人だけなので注意が必要。例えば受取人が

被相続人の孫になっていて、法定相続人と認められない場合にはこの枠は使えない。

受取人の指定により対象外となるので要注意。 

岩下博明 行政書士  

相続手続支援センター東信専任相談員  

相続手続支援センター東信では、相続に関するご相談をお受けしています。専任相談員の岩下さんに数回 

にわたって相続手続に関するあれこれを伺ってみます。第１回目は相続と関係が強い生命保険についてです。 

 

（聞き手）  櫻井雅文  

（税）小山会計 リスク対策室保険担当   

第１回 相続の実態とは <生命保険の場合> 
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人生の節目で生命保険の見直しを 

第 1 回 相続の実態とは <生命保険の場合> 
シリーズ 相続手続支援センター相談員に聞いてみた 




